
市民が主体的に生き生きと活躍できるまちづくりを発展させる

ことで，将来にわたって活力と希望に満ち，支え合って安心して暮
らせるまちが実現する 

国・他の地方公共団体等との
連携 

目 

的 

・市民の主体的な活動を推進 
・支え合える地域づくりを推進 
・旭川らしさを生かした持続可能なまちづくりを推進 
・健全で公平公正な市政の推進 

基
本
理
念 

目指すまちを実現するために必要な考え方，仕組みを体系化して
まとめたもの ＝   まちづくり基本条例 

 将来にわたって活力と希望に満ち，支え合って安心して暮らせるまち 

目
指
す
ま
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旭川のまちづくりを考えたときに・・・ 
どのようなまちにしたいか 
そのために何をすべきか 

旭川市のまちづくり 

市 

 
           

  ・住民 
  ・通勤・通学者 
  ・事業者 
  ・地域団体 
  ・市民活動団体等 
 
  

市 民 

議 会 市長等 

まちづくりに当たり 
共有しておくべき 
基本的な考え方 

健
全
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を 

推
進
す
る
た
め
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組
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主体的な活動を推進
するための仕組み 

基本原則 
（行動原則） 

情報共有の原則 

市民参加の原則 

協働の原則 

市 政 

市民等の活動 議会基本条例 

国 上川 道北 北海道 他の地方公共団体 

資料２ 

社会の変化 

まちづくり基本条例（仮称）の概念図 

【まちづくり基本条例のイメージ】 

市民参加推進条例 

情報公開条例 

個人情報保護条例 

コンプライアンス条例 
旭川市のまちづくり 


